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保育料も所得税（市民税）によって決まる 
平成21年度 大阪市保育料額 

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 金額(月額) 

定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児 

円 円 円 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 

0 0 0 

前年度分の市町村民税非課税 0 0 0 

7,800 6,700 6,700 前年度分の市町村民税のうち均等

割のみの課税 3,900 3,350 3,350 

9,800 8,800 8,800 前年度分の市町村民税のうち所得

割課税額が6,400円未満 4,900 4,400 4,400 

11,500 10,100 10,100 

すべての保護者が

前年分の所得税を

課せられていない

世帯 

前年度分の市町村民税のうち所得

割課税額が6,400円以上 5,750 5,050 5,050 

13,500 13,000 12,000 前年分の所得税課税額が800円未満

6,750 6,500 6,000 

15,200 14,700 13,600 前年分の所得税課税額が800円以上

4,200円未満 7,600 7,350 6,800 

17,800 17,000 15,700 前年分の所得税課税額が4,200円以

上8,500円未満 8,900 8,500 7,850 

21,000 19,200 17,600 前年分の所得税課税額が8,500円以

上25,000円未満 10,500 9,600 8,800 

24,400 23,000 19,600 前年分の所得税課税額が25,000円

以上40,000円未満 12,200 11,500 9,800 

27,800 24,100 20,100 前年分の所得税課税額が40,000円

以上55,000円未満 13,900 12,050 10,050 

32,200 26,400 21,600 前年分の所得税課税額が55,000円

以上70,000円未満 16,100 13,200 10,800 

38,900 30,500 24,500 前年分の所得税課税額が70,000円

以103,000円未満 19,450 15,250 12,250 

44,600 32,200 25,900 前年分の所得税課税額が103,000円

以上183,000円未満 22,300 16,100 12,950 

48,200 33,800 27,400 前年分の所得税課税額が183,000円

以上263,000円未満 24,100 16,900 13,700 

50,500 35,400 28,900 前年分の所得税課税額が263,000円

以上413,000円未満 25,250 17,700 14,450 

52,200 36,900 30,300 前年分の所得税課税額が413,000円

以上603,000円未満 26,100 18,450 15,150 

52,900 38,900 32,300 

保護者のいずれか

が、前年分の所得

税を課せられてい

る世帯 

前年分の所得税課税額が603,000円

以上 26,450 19,450 16,150 

この表において、市町村民税とは配当控除、外国税額控除を、所得税とは配当控除、住宅借入金等特別控除、

住宅耐震改修特別控除、電子証明書特別控除及び外国税額控除を行う前の額をいう。 

同一世帯から2人以上の児童が保育所に入所あるいは幼稚園、認定こども園、障害児通園施設等に入園してい

る場合、1人目の児童は上段の金額が、2人目の児童は下段の金額が適用される。 
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保育料の減免 

◇生活保護を受けるようになったとき 

◇市民税が非課税、および均等割りのみ課税の世帯 
 
 

幼稚園の就園奨励費 

幼稚園児に就園奨励費が支給されます。園が６月ごろに用紙を配布します。 
私立幼稚園 ［平成 21 年度補助限度額］ 1 人目、最年長者 2 人目 3 人目以降 

平成 21 年度の市民税が非課税世帯 

または生活保護世帯

円以内

153,500

円以内

224,000

168,000

円以内

294,000

294,000

平成 21 年度市民税が均等割額のみ課税の世帯 
116,300 206,000

135,000

294,000

294,000

平成 21 年度市民税の所得割額が 

34,500 円以下の世帯

88,400 192,000

110,000

294,000

294,000

平成 21 年度市民税所得割額が 

34,501～183,000 円以下の世帯

62,200 179,000

87,000

294,000

294,000
(下段は小学校 1～3 年生の兄・姉のいる場合。） 

 

就学援助制度 
◆申請対象者   すべての人 
≪支給額≫ 大阪市の場合、支給額が学校徴収金相当となっているため、 

学校によって金額が変わります。 

小１  ６８，７１０円 小２  ５１，０７０円 
小３  ５１，６２０円 小４  ５１，６２０円 
小５  ５２，１７０円 小６  ６４，０２０円 
中１  ４６，５７０円 中２  ２５，９３０円 
中３  ７３，０００円  

 
◇トラコーマ、結膜炎、中耳炎、虫歯などの医療費も支給されます。 

 
 
 
 
 


